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１．利水の現状と課題について
２．河川管理の現状について
３．河川愛護と環境学習などについて
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１．利水の現状と課題について

①北川の降水量
②北川の水利用
③北川の流況
④平成６年の渇水について
⑤流水の正常な機能を維持する

ために必要な流量

44

①北川の降水量
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小浜の年間降水量の経年変化

気象庁(小浜観測所)の年間降水量の経年変化

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
1
90
0

1
91
0

1
92
0

1
93
0

1
94
0

1
95
0

1
96
0

1
97
0

1
98
0

1
99
0

2
00
0

2
01
0

年
間
降
水
量
(m
m
)

年間降水量 10年間の平均年間降水量

小浜の現在の年間降水量は、1950年代（昭和25年～35年）と比較

すると少雨傾向となっている。
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②北川の水利用
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◇◇水水利用の現状利用の現状
北川の河川水利用は、古くから農業用水として利用され、現在で
は農業用水の最大水利権量の合計は4.658m3/sで、約900haのかん
がい用水として利用されている。

3.1013.101

3.1013.101

国管理区間国管理区間

最大最大のの水利権量水利権量(m(m33/s)/s)

1.8351.835

1.5571.557

0.2780.278

県管理区間県管理区間

4.9364.936合計合計

4.6584.658農業用水農業用水

河内川河内川0.2780.278発電用水発電用水

合計合計 備備 考考水利用目的水利用目的

農業用水
4.658m3/s, 94.4%

発電用水
0.278m3/s, 5.6%

＊水利権量は、国許可のみの値

88

◇◇参考：九頭竜川の参考：九頭竜川の水水利用利用

発電用水
771.035 m3/s
87.0％

雑用水
1.2858 m3/s
0.2％

かんがい用水
111.04559 m3/s
12.5％

水道用水
2.104 m3/s
0.2％

工業用水
1.01015 m3/s
0.1％

＊九頭竜川基本方針より（平成17年3月末現在）
かんがい用水は、許可水利権のみの値
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◇◇水水利用利用模式図模式図

北

川

熊川発電所(関西電力)0.278m3/s

国管理区間

瓜生大井根頭首工(若狭町)1.557 m3/s
河内川

遠敷川

・

鳥羽川

P

三宅頭首工(若狭町)0.363m3/s

P
三宅下河原井堰(若狭町)0.171m3/s

杉山川

中 川

野木川

世野見揚水機樋門(福井県)0.444m3/s

武生樋門(福井県)0.241m3/s

日笠大井根頭首工(若狭町)0.239m3/s

野木揚水機樋門(福井県)0.260m3/s P

国富頭首工(小浜市)0.680m3/s

江古川

府中頭首工(小浜市)0.300m3/s

国富揚水機(小浜国富土地改良区)0.140m3/s P

小 浜 湾（日本海）

：許可水利権

：ポンプによる取水

＊標記流量は国許可の最大の
水利権量を示す。

高塚

国管理区間

平野用水(小浜市)0.263m3/s

農･許

農･許

農･許

農･許

農･許
農･許

農･許

農･許

農･許

農･許

農･許

P
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◇◇かんがい区域図かんがい区域図

北川沿川の約900haの田畑は、北川の河川水に依存している。

高塚
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◇◇農業用水の農業用水の44月～月～1010月の水利権量の変化月の水利権量の変化
期間別水利権量の合計は、最大が4月末の4.5m3/s、5～7月は
3.3m3/s、8月は約3.1m3/sとなっている。

4月～10月の水利権量の変化
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③北川の流況
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◇◇豊水・平水・低水・渇水流量とは豊水・平水・低水・渇水流量とは

 豊水流量：１年を通じて95日はこれを下らない流量

 平水流量：１年を通じて185日はこれを下らない流量

 低水流量：１年を通じて275日はこれを下回らない流量

 渇水流量：１年を通じて355日はこれを下回らない流量

平成18年高塚地点の日平均流量
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95日（豊水流量） 185日（平水流量） 275日（低水流量）

355日（渇水流量）

19.2m3/s 8.7m3/s 3.8m3/s

1.8m3/s
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◇北川の流況◇北川の流況（高塚）（高塚）
高塚地点の昭和47年～平成18年までの平均値は、豊水流量
14.3m3/s、平水流量8.1m3/s、低水流量4.0m3/s、渇水流量1.2m3/s
となっている。

平均 14.3m3/s

平均 8.1m3/s

平均 4.0m3/s

平均 1.2m3/s

高塚地点の流況経年変化

期間別最大水利権量 4.5m3/s
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◇◇月別流量の変化月別流量の変化

最も降水量の少ない4月を基準に比較すると、5月～8月は降水量
は多くなっているが、流量は少なくなっている。

※月平均流量は、平成9年～平成18年までの10カ年の日流量の平均値
月平均降水量は、平成9年～平成18年までの10カ年の月降水量の平均値

小浜月別平均降水量と月平均流量
（降水量は気象庁 小浜観測所データ）
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④平成６年の渇水について
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◇平成6年の降水量と流量

平成6年の降水量と平均値の比較(気象庁・小浜)

小浜の７月降水量は36mm、８月降水量は45mmと特に雨が少
なくなっていた。

高塚地点の流量は、平均の渇水流量（1.2m3/s）以下の流量が
41日間続き、稲作に深刻な影響を及ぼしていた。

高塚流量の推移(7～8月)
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※平均渇水流量は、昭和47年～平成18年の渇水流量の
平均値

※平均値は、明治31年～平成18年の月別降水量の平均
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◇北川の状況（平成６年）
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川

野木川

中川
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羽
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杉山川

遠
敷
川

松
永
川

日笠川

井堰の下流では、水が流れていない状況であった。

●
●

北川

北川

平野頭首工 世野見井堰
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◇農業用水の状況（平成６年）
北川から取水できないため、水田に穴を掘り地下水をポンプでく
み上げたり、井堰に残る水をポンプでくみ上げていた。

朝日新聞(平成6年7月29日) 朝日新聞(平成6年7月30日)

2020

⑤流水の正常な機能を維持するため
に必要な流量について
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◇流水の正常な機能を維持させるために◇流水の正常な機能を維持させるために
必要な流量必要な流量とはとは

正常流量（流水の正常な機能を維持させるために必要な流量）
とは、動植物の保護、漁業、景観、流水の清潔の保持等を考慮し
て定める維持流量、および水利流量から成る流量であり、低水管
理上の目標として定める流量である。

2222

◇◇正常流量設定手順正常流量設定手順
項目別必要流量の検討

・「動植物の生息地又は生育地の状況」
・「漁業」
・「景観」
・「流水の清潔の保持」
・「舟運」
・「塩害の防止」
・「河口閉塞の防止」
・「河川管理施設の保護」
・「地下水の維持」 等

維持流量の設定

水利流量の設定

正常流量の検討

代表地点の設定

期間区分

正常流量の設定
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◇◇北川の正常流量北川の正常流量
高塚地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量
は、4月～5月では概ね2.1m3/s、6月～翌3月では概ね1.1m3/sとし、
以て流水の適正な管理、円滑な水利用、河川環境の保全等に資す
るものとなっている。

なお、流水の正常な機能を維持するため必要な流量には、水利
流量が含まれているため、水利使用等の変更に伴い、当該流量は
増減することとなっている。

1.111.11非かんがい期非かんがい期 (11(11～～1212月月))
1.101.10非かんがい期非かんがい期 (10(10月月))
0.990.99非かんがい期非かんがい期 (9(9月月))

概ね概ね 1.1m1.1m33/s/s

0.910.91かんがい期かんがい期 (6(6～～88月月))
1.651.65しろかしろかきき期期 (5(5月月))
1.711.71しろかき期しろかき期 (4(4月月1515日～日～3030日日)) 概ね概ね 2.1m2.1m33/s/s
2.122.12非かんがい期非かんがい期 (4(4月月11日～日～1414日日))
1.111.11非かんがい期非かんがい期 (3(3月月))

概ね概ね 1.1m1.1m33/s/s
1.111.11非かんがい期非かんがい期 (1(1～～22月月))

備考備考
高塚地点で必要な流量高塚地点で必要な流量

(m(m33/s)/s)
期間期間
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◇利水の課題と対応

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、
広域的かつ合理的な水利用の促進を図るなど、今後も関係機関
と連携して必要な流量の確保に努める。また、渇水等の発生時の
被害を最小限に抑えるため、情報提供、情報伝達体制を整備す
るとともに、水利使用者相互間の水融通の円滑化などを関係機
関及び水利使用者等と連携して推進する。

正常流量と高塚日流量の比較

平成6年 正常流量が確保できて
いない。
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２．河川管理の現状について

2626

◇堤防◇堤防のの管理管理

草刈りのようす草刈りのようす

堤防の亀裂や法面の崩れを発見するために、堤防除草を行ってい
る。
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◇施設◇施設のの管理管理

水門・樋門の点検 水位観測所の点検

水門や樋門、水位観測所などの施設は定期的に点検を実施して
いる。

2828

◇樹木◇樹木のの管理管理

伐採前と伐採後の状況（こうのとり大橋）

洪水の阻害となる樹木の伐採を実施している。

伐採

伐採前と伐採後の状況（三宅橋より上流）

伐採
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◇◇河道の河道の管理管理（砂州対策）（砂州対策）

平面図

除去前の状況(H13.4)

砂州除去

横断図

北川

除去後の状況(H15.8)

洪水阻害の要因となる砂州の除去を平成14年に実施した。

砂州除去
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◇◇河川巡視河川巡視

パトロール車による河川巡視

堤防や水門などの異常、水質事故、不法投棄など、定期的に河川
巡視を実施している。
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◇◇不法投棄不法投棄

不法投棄 不法投棄禁止看板

不法投棄に対して、ゴミの持ち帰りやマナー向上の啓発活動として、
看板を設置している。

3232

◇◇河川空間の利用河川空間の利用

利
用
場
所
別

利
用
形
態
別

平成18年平成15年平成12年

北川の河川空間利用としては、堤防での散策が最も多くなっている。

河川空間実態利用調査結果
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３．河川愛護と環境学習などについて

3434

◇河川愛護◇河川愛護（街頭広告活動）（街頭広告活動）

街頭広告活動のようす街頭広告活動のようす

平成１９年度には、小浜市および若狭町において、河川愛護の街
頭広告活動を実施した。
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◇◇河川愛護（保育園訪問）河川愛護（保育園訪問）

紙芝居の上演

北川沿川の保育園・保育所を訪問し、河川愛護にちなんだ紙芝居
を行い園児に川の大切さを理解してもらいます。

平成１９年度には、４箇所の保育園を訪問した。

3636

◇◇河川愛護（河川愛護（河川愛護河川愛護・美化に関する・美化に関する標語標語））

河川愛護・美化に関する標語

平成１９年度は、北川沿川の10校に河川愛護・美化に関する標語
を応募を依頼し、優秀なものについて表彰を行っている。



3737

◇◇環境学習（環境学習（水生生物調査水生生物調査））

北川での調査のようす

水生生物調査は、地域住民の方に水質調査の体験を通した身近
な河川の水質状況を知ってもらうほか、河川に対する関心を高めて
もらうことを目的に行っている。

3838

◇◇住民協働（住民協働（川川の通信簿）の通信簿）
川の通信簿は、河川空間の親しみやすさや快適性を住民の方との共同作業によるアン

ケート調査で採点していくものである。
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